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（６）電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例

認定歴史的風致維持向上計画に歴史的風致の維持及び向上のため無電柱化を図ることが必要
として定められた道路について、道路管理者は電線共同溝を整備すべき道路として指定すること
ができることとする。

■高山市
歴史的町並み再生事業（下二大新無電柱化）

整備前 整備イメージ
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地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品等の物品の販売を主たる目的とする店
舗等の建築物等のうち歴史的風致の維持及び向上のため整備をすべき用途の建築物等の整
備に関し、都市計画における用途地域による用途制限等の緩和を認める新たな地区計画制度
を創設する。

（７）歴史的風致維持向上地区計画制度の創設

【歴史的な建造物の維持に係る主な課題】

・住みやすさ等の点で制約が多い

→ 喪失、空き家の増加。
・住民等の生活や生業の成立に裏付けられ
る持続性の担保。

•町家を活用した宿
泊施設。
•重要伝統的建造物
群保存地区で第一
種中高層住居専用
地域に立地している
が、地元の意見を聞

き、市長が許可した。

【歴史的風致維持向上地区計画制度】

・用途制限等を緩和し、歴史的な建造物の利

活用が可能。
例）店舗、飲食店、宿泊施設 等

町家を活用した飲
食店、ギャラリー
ショップなどの複
合店舗。
平成18年度戦略
的中心市街地商
業等活性化支援
事業（経済産業
省）プロジェクト。

■嘉雲亭（橿原市） ■まちやガーデン伊賀（伊賀市）
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（７）歴史的風致維持向上地区計画制度の創設

地域の歴史及び伝統を活かした物品の販売や料理の提供などを行う歴史的風致にふさわしい用途
の建築物等について、用途制限の特例によりその立地を可能とする新たな地区計画制度（歴史的風
致維持向上地区計画制度）を創設する。

町家が壊され空き地に。

歴史的な建造物の喪失歴史的な建造物の喪失

・金沢市のまちなかでは、８年間に約20％の歴史的な建造
物が喪失

歴史的な建造物の管理の難しさ歴史的な建造物の管理の難しさ

・歴史的な建造物の管理には、多くの手間や費用

・第１種低層住居専用地域等の指定による厳しい用途の
制限

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成11年 平成16年 平成19年

▲2,200棟

建築物の利活用が難しく、建築物の利活用が難しく、
保全が困難保全が困難

（Ex.第１種低層住居専用地域では、住

宅以外はほとんど立地不可。）

（歴史的な建造物の現状）（歴史的な建造物の現状）

③の区域③の区域

伝統工芸品伝統工芸品
の展示場の展示場

郷土料理店郷土料理店

お土産物店お土産物店 ②で定める規模、形態意匠②で定める規模、形態意匠

①の歴史的風致にふさわしい用途①の歴史的風致にふさわしい用途

（歴史的な建築物を利活用し、新たな担い手等により地域を活性化）（歴史的な建築物を利活用し、新たな担い手等により地域を活性化）

～用途地域による制限に関わらず、①～③を満たす建築物の～用途地域による制限に関わらず、①～③を満たす建築物の
建築が可能に～建築が可能に～

土地利用の基本方針土地利用の基本方針を定め、
①地域の歴史的風致にふさわしい用途

（例： 地域の工芸品を販売する店舗、郷土料理を提供する飲

食店、地域の工芸品を製造する工房 等）

②規模、形態意匠に関する事項 （歴史的まちなみに調和

した形状の建築物の整備を確保）

③上記の建築物の建築を認める区域を設定。

歴史的風致維持向上地区計画歴史的風致維持向上地区計画のの都市計画都市計画決定決定
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（１）歴史的環境形成総合支援事業の創設

○対象地域
市町村が作成し、国の認定を受けた歴
史的風致維持向上計画（仮称）の重点
区域（仮称）の区域

○事業主体
・地方公共団体
（都道府県に対しては都道府県の管理
施設を対象とする場所に限る）

・市町村を構成員に含む法廷協議会
・民間団体・個人
（市町村を通じた間接補助を実施）

○補助率
・コア事業 総事業費の１／２以内
・附帯事業 総事業費の１／３以内
間接補助については、
コア事業及び附帯事業ともに、総事業
費の１／３以内にあって、かつ、市町村
の補助に要する費用の１／２以内

コア事業
Ⅰ．歴史的風致形成建造物（仮称）の復原、修繕、買収又は移設

附帯事業
Ⅱ．歴史的風致維持向上計画（仮称）の重点区域（仮称）の区域における周辺施設の整備

１．歴史的風致を損なっている建造物等の景観上の改善
２．歴史的風致形成建造物（仮称）等の活用を促進するための施設の整備

Ⅲ．歴史的風致形成建造物（仮称）等の活用に係るソフト事業

【平成２０年度政府予算案 国費７３０百万円】

魅力的な歴史的風致をもつまちづくりを推進することにより、地域の誇りを育み、地域活性化を図
るため、景観形成総合支援事業を景観・歴史的環境形成総合支援事業に再編し、歴史的風致を
形成する建造物の復原・修理等を中心としたハード・ソフト両面にわたる取組を総合的に支援する。

伝統行事の活性化

名勝

重要文化財

伝統的な建造物の復原
案内施設の整備

事業対象区域事業対象区域
歴史的風致歴史的風致
形成建造物形成建造物
（仮称）（仮称）

重要伝統的建造物群保存地区

周辺建造物の修景

伝統行事の活性化

名勝

重要文化財重要文化財

伝統的な建造物の復原
案内施設の整備

事業対象区域事業対象区域
歴史的風致歴史的風致
形成建造物形成建造物
（仮称）（仮称）

重要伝統的建造物群保存地区重要伝統的建造物群保存地区

周辺建造物の修景

歴史的風致維持向上計画（仮称）の重点地区（仮称）

（重要文化財である建造物等を含むものとして設定）

３．事業制度
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○補助対象施設の追加

○事業主体の追加

（２）都市公園事業の拡充

地域の歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進するため、地域活性化の核となる貴重な
歴史的資産の保全・活用に資する都市公園の整備を推進する。

○補助対象者 ：地方公共団体 （直接補助）
：歴史的風致維持向上支援法人（仮称） （間接補助）

○補助率 ：用地１／３、施設１／２

■金沢城公園「菱櫓・五十間長屋・橋

爪門続櫓」 （金沢市）

• 体験学習施設として整備され、金

沢の新しい顔として地域活性化に

効果

＜現 行＞
復原する施設については
、門、塀、休憩所、体験学
習施設など補助対象施設
として整備

＜拡 充＞
国の認定した計画に基づいた
歴史的重要施設については、
補助対象に位置づけ、良質な
歴史的ストックとなる施設整備
を促進

■国の認定を受けた歴史的風致維持向上計画（仮称）に基づき、歴史

的に重要な施設として整備される城趾・古墳・建造物について補助
対象施設に追加

■ 国の認定を受けた歴史的風致維持向上計画（仮称）に基づき、歴

史的に重要な施設を設置する場合に、公園管理者以外の地方公
共団体、歴史的風致維持向上支援法人（仮称）に補助を行う
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（３）都市再生区画整理事業の拡充

○拡充内容
既成市街地において失われつつある伝統的建築物等の歴史的資産を活かしたまちなみ形成を
推進する。

①「歴史的風致維持向上計画(仮称)」に基づく土地区画整理事業地区を重点地区に追加する。
②「歴史的風致維持向上計画(仮称)」の方針に基づき整備する場合、歴史的まちなみ形成に資

する建築物等の従前建築物等の移転補償費を補助限度額の積算対象に追加する。

○事業概要

・公共施設整備費

・移転移設費

・供給処理施設整備費
等

・公共用地増分の用地費

・公共施設整備費

・公益施設等用地上の従
前建築物の移転補償費

等

・一般地区

１／３

・重点地区

（密集市街地、拠点
的市街地等）

１／２

・ＤＩＤに係る地区（重点地区については将来ＤＩＤに見込
まれる区域を含む）

・都市計画マスタープラン等に位置づけ

・施行前の公共用地率が１５％未満（幹線道路等を除く）

・（指定容積率／１００）を乗じた施行面積が原則２ha以上
等

補助対象補助限度額補助率要件

基盤整備とあわせ
歴史的資産を
活かす換地を実施

【施行前】

歴史的資産

歴史的建築物等の周辺に建つ建築物が歴史的建築物等と調
和するよう地権者の土地利用方針に配慮しつつ換地することが
効果的

【施行後】

周囲と調和するように
建てられた建築物

：地域の歴史的資産（町家など）
：歴史的資産を活かしたまちなみ形成に資する建築物等
：歴史的資産を活かしたまちなみ形成に資する建築物等の移転先

＜歴史的資産を活かした区画整理事業のイメージ＞

歴史的資産を活かした市街地整備の推進
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（４）都市交通システム整備事業の拡充

【拡充内容】
歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりにおいては、交通体系のあり方を十分考慮していくこ
とが必要である。そこで、こうしたまちづくりにおいて、安全で円滑な交通を確保し、魅力ある都市
の将来像を実現するため、徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担を目的とした都市の交
通システムの整備を図り、安全・快適な歩行者等の移動空間が確保された交通体系の構築を推
進していく。

○整備地区要件

：国の認定を受けた「歴史的風

致維持向上計画（仮称）」の重点

区域（仮称）の区域（区域内で整

備される施設等と密接に関連し

て区域外で整備される施設を含

む）を追加（今回拡充）

○補助対象者

：地方公共団体、法律に基づく

協議会、都市再生機構（直接補

助）

：第３セクター、NPO、民間事業

者 等（間接補助）

○補助率：１／３以内

地区内を通過する交通が排除され、良好な景観形成と併せて安全・快適な歩行者
等の移動空間が確保されることから、史跡巡りやイベント、祭りなどで地域に親し
まれるまちづくりが可能となる。

歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりにおける
都市の交通システムの整備イメージ

駐輪場

サイクル＆ライドの
ための駐輪場

路上駐車やうろつき
交通の解消、利用者
の利便性向上を目的
として設置する駐車
場有効利用システム

駐車場

地区内の自動車の流
入規制により設置す
るフリンジ駐車場

駐輪場

区域内を循環するバ
スの施設

バス停

駐車場

バス停

駐輪場

駐車場案
内情報板

サイクル＆ライドの
ための駐輪場

路上駐車やうろつき
交通の解消、利用者
の利便性向上を目的
として設置する駐車
場有効利用システム

駐車場

地区内の自動車の流
入規制と併せて設置
するフリンジ駐車場

駐輪場

地区内を循環するバ
スの施設

バス停

駐車場

バス停

駐輪場

サイクル＆ライドの
ための駐輪場

路上駐車やうろつき
交通の解消、利用者
の利便性向上を目的
として設置する駐車
場有効利用システム

駐車場

地区内の自動車の流
入規制により設置す
るフリンジ駐車場

駐輪場

区域内を循環するバ
スの施設

バス停

駐車場

バス停

駐輪場

駐車場案
内情報板

サイクル＆ライドの
ための駐輪場

路上駐車やうろつき
交通の解消、利用者
の利便性向上を目的
として設置する駐車
場有効利用システム

駐車場

地区内の自動車の流
入規制と併せて設置
するフリンジ駐車場

駐輪場

地区内を循環するバ
スの施設

バス停

駐車場

バス停
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（５）まちづくり交付金事業の拡充

次世代に継承すべき歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進するため、市町村が策定
し、国の認定を受けた「歴史的風致維持向上計画（仮称）」に基づく事業を行う地区で一定の要件
を満たす場合について、まちづくり交付金の基幹事業に古都及び緑地保全事業、電柱電線類移
設等を追加する。

○事業主体：市町村、ＮＰＯ法人（間接）等
○交付率：事業費に対して概ね４割（交付金の額は一定の算定方法により算出）

凡 例：

提 案 事 業

基 幹 事 業

基幹事業（追加）

電柱電線類移設等

古都及び緑地保全事業古都及び緑地保全事業

歩道の高質化(石畳舗装) 地域の歴史風土案内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成

歴史的建造物のｾﾝﾀｰ施設等への活用

案内板の設置
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（６）まちづくり計画策定担い手支援事業の拡充

国策として整備改善を進めるべき市街地である歴史的風致維持向上計画（仮称）の重点区域（仮
称）を対象地域に追加。

◆補助対象地域の追加

○事業主体：地権者組織等
○対象地域：国策として整備改善を

進めるべき市街地
・密集市街地（25,000ha）（0.5ha以上）
・中心市街地活性化法の認定基本計画
区域
・都市再生緊急整備地域
・歴史的風致維持向上計画（仮称）の重
点区域（仮称）
・都市再開発法第２条の３第１項第２号
及び第２項地区
・密集市街地整備法による防災再開発
促進地区 等

○補助対象：地区計画等都市計画
の提案素案の作成に要する費用
（基礎調査、地区診断、地区計画等都市
計画の提案素案の作成）

○補助率：定額補助（重点密集市街
地）、１／２補助（重点密集市街
地以外の地域）

○補助限度額：５百万円／ha（事業
ベース）
（ただし、重点密集市街地については、１
地区当たり２千万円を限度とする）

○期間：平成１９～２３年度（５年間）

都市計画決定された地区計画等に基づいた

歴史的建造物等を活かしたまちなみ形成を実現

＜地区計画等を活用＞

歴史的景観を損なう建替えの規制は不可能

道路

歴史的建造物等を活かしたまちなみ形成が可能

用途地域による容積率制限等に適合している限

り、中高層建築物等への建替えを規制できない。

そのため、歴史的景観を活かした建替えを誘導

できず、歴史的景観を損なってしまう。

地区計画等の素案を作成して、市町村に対して

都市計画提案を行い、都市計画決定されると、

独自ルールに則った規制が可能であり、歴史的

建造物等を活かしたまちなみ形成が可能。

道路

＜現状＞
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（７）景観形成総合支援事業の拡充

景観重要建造物及び景観重要樹木の保全活用を中心とした取組を支援し、景観法の活用を通
じた良好な景観形成による交流人口の拡大を通じた地域振興・活性化を図る。

○対象地域
次の①、かつ、②～④のいずれかの条
件を満たす地域

①景観重要建造物又は景観重要樹木（確
実に指定されると認められるものを含
む）の存する地域

②国土交通大臣が同意した外客誘致法に
基づく外客来訪促進地域

③市町村が作成し、国の認定を受けた「歴
史的風致維持向上計画（仮称）」の重点
区域（仮称）の区域

④「観光圏の整備による観光旅客の来訪及
び滞在の促進に関する法律案（仮称）」

に基づく「認定観光圏整備実施計画（仮
称）」の区域

○事業主体及び補助率
• 市町村

（直接補助：事業費の１／３以内）
• 本事業の事業計画に位置付けられた都

道府県（自らの管理施設を対象とする場
合に限る）

• 景観整備機構等、市町村以外の民間団
体・個人
（間接補助：事業費の１／３以内、かつ、
市町村の補助に要する費用の１／２以
内）

景観形成・活用事業計画の作成

景観法の活用を通じた良好な景観形成による

交流人口の拡大を通じた地域振興・活性化

国土交通大臣の承認

○景観重要樹木の枯損･倒伏防止措置
又は買取

○景観重要建造物の修理、買取又は
移設

必須事業

又は

＋
必要に
応じ

選択事業
も実施

景観計画の策定、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定

事業計画に位置付けられた景観形成・活用事業の実施

選択事業
（必須事業と併せて行う必要のある事業）

建築物及び工作物の
外観修景又は除却

屋外広告物の
外観修景、除却又は集約化

○景観重要建造物の外観修景
○建築物、工作物等に係る景観の阻害要因の解消

案内板の設置

○公共公益施設の高質化

道路舗装の
美装化

○良好な景観の形成及びその活用を推進する観点から行う
各種活動

景観まちづくりセミナーの実施等
地区住民の啓発・研修活動

○良好な景観を活用し交流人口
の拡大を図る施設の整備
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（８）街なみ環境整備事業の拡充

【背景・目的】
• 歴史的風致形成建造物等の保全・活用を支援することにより、良好な街なみの維持・再生を推進する。

【概 要】
①区域の追加
• 街なみ環境整備促進区域の対象に、歴史的風致維持向上計画（仮称）の重点地区の区域を追加する。
②事業主体の追加
• 事業主体に市町村を構成員に含む法定協議会を追加する。
③補助対象の追加
• 補助対象に次の費用等を追加する。

• 歴史的風致形成建造物（仮称）の買取費、移設費、修理費、復原費 （補助率：１／２）
• 景観重要建造物の買取費、移設費、修理費 （補助率：１／３）
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（９）文化財総合的把握モデル事業の創設 (文化庁）

平成１９年１０月の文化審議会文化財分科会企画調査会報告書において、国は、市町村が文化
財を周辺環境も含め総合的に保存・活用するための方針（「歴史文化基本構想」）を策定するた
めの指針を提示すること等が提言された。これを踏まえ、指針を策定するに当たっての課題を明
らかにするため、複数の市町村にモデル事業を委託する。

○事業主体：地方公共団体
○対象地域：公募により選定される

モデル事業実施市町村（15市町
村）

○事業の内容
：「歴史文化基本構想（仮称）」の
策定のための内容検討のワー
クショップの開催
：域内に存する文化財の悉皆調
査
：「歴史文化基本構想（仮称）」の
策定
：地域住民に対する文化財への
意識向上のための講演会の開
催

○平成２０年度予算：１５２百万円
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（１０）農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事業の創設 （農林水産省）

地域住民、都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づくりの新たな担い手として捉え、これ
らの協働により、農山漁村の伝統文化等の有形無形の資源からなる 「農山漁村生活空間」を保

全・活用するモデル的な取組を直接支援する。

○平成２０年度予算：１，１１０百万円

○補助率：定額補助

○事業主体：地域協議会、民間団体
農山漁村における豊かな人のつながりの維持・再生

【目的】

【ポイント】 農山漁村に住む人たちのつながりを維持・再生し、地域自
ら考え活動する力によって、農山漁村の持続的な発展の基
礎をなす「農山魚村生活空間」や「地域資源」を適切に維
持・保全・活用するための取組を支援する。

【内容】
１．農山漁村生活空間の保全・活用

➭「農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事業」

２．農地・水・環境保全向上対策の推進

➭「農地・水・環境保全向上対策」

３．地域資源の保全に向けた新たな政策手法の展開

➭「ストックマネジメント技術高度化事業（公共）」

➭「基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）」

本事業の位置付け
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（１１）地域用水環境整備事業の継続 （農林水産省）

歴史的風致の形成に寄与している農業用用排水施設の補修等を支援する

○事業主体：都道府県（歴史施設
保全型）

○補助率：５０％、ただし沖縄に
あっては７５％（歴史施設保全
型）

【主旨】

我が国の農村社会においては、農業用水は農業水利施設を通じて、農業生産以外
に、生活、防火、消流雪用水、水質浄化用水、景観・生態系の保全、地下水の安定な
ど地域用水機能を有している。

このような地域用水機能は、国民の価値観の変化や農村地域における混住化等の
進展によって、地域住民への憩いと安らぎの空間の提供等その一層の発揮が求めら
れてきているが、一方、近年の構造政策の進展や農村の混住化の進展等は、集落に
よる施設管理機能の低下や水質の悪化等を招き、地域用水機能の発揮を阻害しつつ
ある。

このため、地域用水を核とした農業水利の多面的機能を発揮させるための総合支援
対策として、これらの機能の維持・増進に係わる事業を整理・統合し、平成19年度より

地域用水環境事業として実施。

【事業内容】

○地域用水環境整備型

農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水の有する地域用
水機能の維持・増進を図るために必要となる以下の整備を実施。

親水・景観保全施設 生態系保全施設 地域防災施設

渇水対策施設 利用保全施設 地域用水機能増進施設 特認施設

○歴史的施設保全型

国の登録文化財等、文化財として価値を有する農業水利施設等の土地改良
施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつつ、施設の補修等を実施

（H19年度資料を元に作成）
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歴史的風致の維持及び向上によるまちづくりの推進に

係る特例措置の創設

○所得税、法人税等
１，５００万円特別控除

【平成２０年度税制改正事項】

（１）所得税、法人税等の１５００万円控除

市町村が策定し、国の認定を受けた「歴史的風致維持向上計画（仮称）」に定められた重点区
域における公共・公用施設の整備に関する事業の用に供する土地等を、個人・法人が地方公共
団体又は歴史的風致維持向上支援法人（仮称）※に譲渡する場合の特例措置を創設する。

※歴史的風致維持向上支援法人

：市町村長が指定する公益法人又はＮＰＯ法人

（税制特例対象は公益法人のみ）

〈公共・公用施設整備のイメージ〉
歴史的風致の維持及び向上に
よるまちづくりに資する歴史的
建造物と一体となった歴史情緒
ある小広場の整備

４．税制度
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